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      提 案 理 由 

 

 組織機構の見直しに伴い、関係条例の整備をしたいので、この案を提出するものである。 



 

組織機構の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

 

（入間市部設置条例の一部改正） 

第１条 入間市部設置条例（昭和５１年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

                                     

 

第２条第３項中第９号及び第１０号を削り、同条中第８項を第９項とし、第４項から第

７項までを一項ずつ繰り下げ、第３項の次に次の一項を加える。 

 ４ 危機管理安全部 

  ⑴ 危機管理に関すること。 

⑵ 防災に関すること。 

⑶ 防犯に関すること。 

⑷ 交通安全に関すること。 

第３条を削る。 

（入間市自転車放置防止条例の一部改正） 

第２条 入間市自転車放置防止条例（昭和６０年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第１８条中「市民生活部交通防犯課」を「危機管理安全部市民安全課」に改める。 

（入間市国民保護協議会条例の一部改正） 

第３条 入間市国民保護協議会条例（平成１８年条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

  第５条中「危機管理課」を「危機管理安全部危機管理課」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

第１条中「市民生活部」を          に改める。 
「市民生活部 

 危機管理安全部」 


